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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２５年９月１２日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２５年５月６日 ０９時０５分ごろ 

発生場所 北海道根室市花咲港南東方沖 

 根室市所在の花咲灯台から真方位１４７°２.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４３°１４.３′ 東経１４５°３７.５′） 

事故調査の経過  平成２５年５月１６日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八十八英
えい

宝
ほう

丸、１３トン 

 ＨＫ２－２３６６６（漁船登録番号）、個人所有 

 １７.０５ｍ（Lr）×４.２７ｍ×１.５２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６７０kＷ、平成２２年３月２８日 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ４５歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成６年６月３日 

  免許証交付日 平成２０年９月３日 

         （平成２６年６月２日まで有効） 

機関長 男性 ４６歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和６３年１１月２５日 

  免許証交付日 平成２５年３月２６日 

         （平成３０年１１月２４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 舵、プロペラ及びプロペラシャフトの脱落、機関室及び船員室の濡損

等 

 事故の経過  本船は、船長及び機関長ほか６人が乗り組み、花咲港南方沖約２０

５Ｍの漁場から花咲港へ向けて真方位約３５０°の針路、約１０ノッ

トの対地速力として自動操舵で北進中、機関長が、単独で船橋当直に

就いていたところ、花咲港南東方約２.８Ｍに所在するカニ岩を視認

し、また、６Ｍ及び１.５Ｍレンジとしたレーダー２台で同港からの

出航船を探知した。 

 機関長は、カニ岩の東方約０.２Ｍに暗岩があることを知っていた
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ので、カニ岩から東方に約０.５Ｍ離して航行しようと思いながら、

出航船を避けるために右転したが、同船が東進するのを認めたので、

左転して進路を戻し、カニ岩から約０.５Ｍの距離を離したつもりで

カニ岩を見ながら、これぐらいの距離を離していれば大丈夫と思って

いたところ、平成２５年５月６日０９時０５分ごろ、本船の船底が、

カニ岩の東方付近の暗岩に接触したのち、衝撃を受けながら通過し

た。 

 船長は、入港スタンバイのため、船首甲板上で待機していたとこ

ろ、衝撃を感じた。 

 機関長は、暗岩に乗り揚げたと思い、機関の操作を行おうとした

が、クラッチが効かず、操船が思うようにならないことに気付いた。 

 機関長は、すぐに甲板員に機関室の確認を行うように指示したとこ

ろ、甲板員からスタンチューブのホースが抜け、浸水している旨の報

告を受け、根室漁業協同組合に救助を求めた。 

 本船は、自力航行不能となり、西方に圧流されながら漂泊中、来援

した漁船に乗組員を移乗させたのち、カニ岩南西方の根室市モユルリ

島の東岸に乗り揚げた。 

 本船は、漁船にえい
．．

航されて離礁し、花咲港へ入港した。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 本船の喫水は、本事故当時、船首約１.０ｍ、船尾約３.０ｍであっ

た。 

 船長及び機関長は、本年４月に甲板員から船長に、船長から機関長

にそれぞれ職務変更していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、花咲港南東方沖を同港へ向けて北進中、船橋当直中の機関

長が、カニ岩から東方に約０.５Ｍ離しているものと思い、カニ岩と

の距離を目測しながら航行したことから、カニ岩付近の暗岩に乗り揚

げたものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、花咲港南東方沖を同港へ向けて北進中、船橋当

直中の機関長が、カニ岩から東方に約０.５Ｍ離しているものと思

い、カニ岩との距離を目測しながら航行したため、カニ岩付近の暗岩

に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・浅所が点在する海域を航行する際は、特定の危険域だけではなく

周囲全体に注意を向けるとともに、レーダーやＧＰＳプロッター
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等の航海計器を使用して船位の確認を確実に行うこと。 

 ・事前にＧＰＳプロッター等で予定航行経路の水路調査を十分に行

い、適切な針路を選定すること。 

 

 


